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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表

新 旧

（東日本大震災に伴う本則市場及びＪＡＳＤＡ

Ｑの上場廃止基準の特例）

（東日本大震災に伴う本則市場及びＪＡＳＤ

ＡＱの上場廃止基準の特例）

第７１２条 （略） 第７１２条 （略）

２ 東日本大震災に起因する損害が発生し、第４０

２条第２号ａの規定に基づきその内容を開示し

た上場会社の発行する上場株券等のうち施行規

則で定めるものについての第６０１条第１項、第

６０４条の２第１項及び第６０４条の４第１項

の規定の適用については、施行規則で定める時ま

での間、第６０１条第１項第２号ｂ中「５億円」

とあるのは「３億円」と、同項第４号ａ中「１０

億円」とあるのは「６億円」と、第６０４条の２

第１項第３号中「２億５，０００万円」とあるの

は「１億５，０００万円」と、第６０４条の４第

１項第２号中「２億５，０００万円」とあるのは

「１億５，０００万円」とする。

（新設）

（東日本大震災に伴うマザーズの上場廃止基準

の特例）

（東日本大震災に伴うマザーズの上場廃止基

準の特例）

第７１３条 （略） 第７１３条 （略）

２ 東日本大震災に起因する損害が発生し、第４０

２条第２号ａの規定に基づきその内容を開示し

た上場会社の発行する上場株券等のうち施行規

則で定めるものについての第６０３条第１項の

規定の適用については、施行規則で定める時まで

の間、同項第２号ｂ中「５億円」とあるのは「３

億円」と、「２億５，０００万円」とあるのは「１

億５，０００万円」と、同項第５号ａ中「１０億

円」とあるのは「６億円」と、「５億円」とある

のは「３億円」とする。

（新設）

付  則
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１ この改正規定は、平成２６年４月１日から施行

する。

２ 平成２５年７月１５日において株式会社大阪

証券取引所（以下「大証」という。）の本則市場

（大証に上場する株券等に係る市場のうち大証

ＪＡＳＤＡＱを除いた市場をいう。）に上場して

いた株券等のうち、当取引所に上場していなかっ

た株券等（同年７月１７日以後に当取引所に市場

第一部銘柄の指定を受けた株券等を除く。）に対

する改正後の第７１２条第２項の規定の適用に

ついては、同年７月１６日から起算して３年以内

に終了する上場会社の事業年度の末日までの間

は、「３億円」とあるのは「１億５，０００万円」

と、同年７月１６日から起算して３年を経過する

日が属する月の前月までの間は、「６億円」とあ

るのは「３億円」とする。
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有価証券上場規程施行規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（テクニカル上場時の引継ぎの取扱い） （テクニカル上場時の引継ぎの取扱い）

第７１８条 規程第７０６条に規定する施行規

則で定める規定とは、次の各号に掲げるものを

いう。

第７１８条 規程第７０６条に規定する施行規

則で定める規定とは、次の各号に掲げるものを

いう。

（１）～（１２） （略） （１）～（１２） （略）

（１３） 規程第７１２条第２項及び規程第７

１３条第２項

（新設）

（東日本大震災に伴う上場廃止基準の特例の

取扱い）

（東日本大震災に伴う上場廃止基準の特例の

取扱い）

第７２３条 第６０１条第４項（第６０３条第３

項において準用する場合を含む。）の規定は、

規程第７１２条第１項又は規程第７１３条第

１項の規定の適用を受ける上場会社について

準用する。この場合において、第６０１条第４

項中「規程第６０１条第１項第５号」とあるの

は「規程第７１２条第１項又は規程第７１３条

第１項において読み替えて適用する規程第６

０１条第１項第５号又は規程第６０３条第１

項第３号」と、同項第３号中「１年」とあるの

は「２年」と読み替える。

第７２３条 第６０１条第４項（第６０３条第３

項において準用する場合を含む。）の規定は、

規程第７１２条又は規程第７１３条の規定の

適用を受ける上場会社について準用する。この

場合において、第６０１条第４項中「規程第６

０１条第１項第５号」とあるのは「規程第７１

２条又は規程第７１３条において読み替えて

適用する規程第６０１条第１項第５号又は規

程第６０３条第１項第３号」と、同項第３号中

「１年」とあるのは「２年」と読み替える。

２ 規程第７１２条第１項又は規程第７１３条

第１項の規定の適用を受ける上場会社につい

ての第６０５条の規定の適用については、同条

第１項第７号中「規程第６０１条第１項第５号

（規程第６０２条第１項第１号、同条第２項第

３号、規程第６０４条の２第１項第３号、規程

第６０４条の３第２号、規程第６０４条の４第

１項第２号又は規程第６０４条の５第２号に

よる場合を含む。）又は規程第６０３条第１項

第３号若しくは第４号（規程第６０４条第１項

第１号又は同条第２項第４号による場合を含

む。）」とあるのは「規程第７１２条第１項又

２ 規程第７１２条又は規程第７１３条の規定

の適用を受ける上場会社についての第６０５

条の規定の適用については、同条第１項第７号

中「規程第６０１条第１項第５号（規程第６０

２条第１項第１号又は同条第２項第３号によ

る場合を含む。）又は規程第６０３条第１項第

３号若しくは第４号（規程第６０４条第１項第

１号又は同条第２項第４号による場合を含

む。）」とあるのは「規程第７１２条又は規程

第７１３条において読み替えて適用する規程

第６０１条第１項第５号若しくは規程第６０

３条第１項第３号又は同項第４号」とする。
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は規程第７１３条第１項において読み替えて

適用する規程第６０１条第１項第５号若しく

は規程第６０３条第１項第３号又は同項第４

号」とする。

３ 規程第７１２条第２項に規定する施行規則

で定めるものとは、次の各号に掲げる株券等を

いう。

（新設）

（１） 規程第６０１条第１項第２号ｂに規定

する流通株式の時価総額が平成２５年１２

月末日までに到来する上場会社の直前事業

年度の末日において５億円未満又は同項第

４号ａに規定する時価総額が同年１０月、１

１月若しくは１２月において１０億円未満

である本則市場の上場内国株券等

（２） 規程第６０４条の２第１項第３号又は

規程第６０４条の４第１項第２号において

読み替えて適用する規程第６０１条第１項

第２号ｂに規定する流通株式の時価総額が

平成２５年１２月末日までに到来する上場

会社の直前事業年度の末日において２億５，

０００万円未満であるＪＡＳＤＡＱの上場

内国株券

４ 規程第７１２条第２項に規定する施行規則

で定める時とは、次の各号に掲げる株券等の区

分に従い、当該各号に定める時をいう。

（新設）

（１） 前項第１号に掲げる株券等

規程第６０１条第１項第４号ａに規定す

る時価総額が１２か月間継続して１０億円

以上となり、かつ、当該１２か月間のうちに

到来する上場会社の事業年度の末日におい

て、同項第２号ｂに規定する流通株式の時価

総額が５億円以上となってから４か月が経

過した時

（２） 前項第２号に掲げる株券

規程第６０４条の２第１項第３号又は規

程第６０４条の４第１項第２号において読
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み替えて適用する規程第６０１条第１項第

２号ｂに規定する流通株式の時価総額が、上

場会社の事業年度の末日において２億５，０

００万円以上となってから４か月が経過し

た時

５ 規程第７１３条第２項に規定する施行規則

で定めるものとは、規程第６０３条第１項第２

号ｂに規定する流通株式の時価総額が平成２

５年１２月末日までに到来する上場会社の直

前事業年度の末日において２億５，０００万円

未満又は同項第５号ａに規定する時価総額が、

同年１０月、１１月若しくは１２月において５

億円未満である株券等をいう。

（新設）

６ 規程第７１３条第２項に規定する施行規則

で定める時とは、規程第６０３条第１項第５号

ａに規定する時価総額が１２か月間継続して

１０億円以上（上場後１０年間においては、５

億円以上）となり、かつ、当該１２か月間のう

ちに到来する上場会社の事業年度の末日にお

いて、同項第２号ｂに規定する流通株式の時価

総額が５億円以上（上場後１０年間において

は、２億５，０００万円以上）となってから４

か月が経過した時をいう。

（新設）

７ 規程第７１２条第２項又は規程第７１３条

第２項の規定の適用を受ける上場株券等につ

いての第６０５条の規定の適用については、同

条第１項第３号中「５億円」とあるのは「３億

円」と、「２億５，０００万円」とあるのは「１

億５，０００万円」と、同項第６号中「規程第

６０１条第１項第４号ａ若しくはｂ（規程第６

０２条第１項第１号又は同条第２項第３号に

よる場合を含む。）又は規程第６０３条第１項

第５号ａ若しくはｂ（規程第６０４条第１項第

１号又は同条第２項第４号による場合を含

む。）」とあるのは「規程第７１２条第２項の

規定により読み替えて適用する規程第６０１

（新設）
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条第１項第４号ａ又は規程第７１３条第２項

の規定により読み替えて適用する規程第６０

３条第１項第５号ａ」とする。

付 則

１ この改正規定は、平成２６年４月１日から施

行する。

２ 平成２５年７月１５日において株式会社大

阪証券取引所（以下「大証」という。）の本則

市場（大証に上場する株券等に係る市場のうち

大証ＪＡＳＤＡＱを除いた市場をいう。）に上

場していた株券等のうち、当取引所に上場して

いなかった株券等（同年７月１７日以後に当取

引所に市場第一部銘柄の指定を受けた株券等

を除く。）に対する改正後の第７２３条第３項

第１号の規定の適用については、「５億円」と

あるのは「２億５，０００万円」と、「１０億

円」とあるのは「５億円」とする。


